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答  申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）２６条の規定に基づく保護廃止決定処分に係る審査請

求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し、平成３１年１月１１日付けの保護廃止決定

通知書（以下「本件処分通知書」という。）で行った保護廃止決定

処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求める

ものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下のことから、本件処分は違法又は不当で

あると主張しているものと解される。  

  書面や電話での通知、口頭・文書による指導等もなく、平成３０

年１２月２６日に急に保護（家賃）が止まった。本件処分通知書が

届いたのは、平成３１年１月１７日である。  

  したがって、本件処分は、違法・不当である。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規

定を適用して、棄却すべきである。  
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第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年  月  日  審議経過  

令和２年５月１５日  諮問  

令和２年７月３０日  審議（第４５回第３部会）  

令和２年８月２１日  審議（第４６回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

１  法令等の定め  

⑴  法４条１項は、保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資

産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のた

めに活用することを要件として行われるとし、法８条１項は、保

護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を

基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできな

い不足分を補う程度において行うものと規定している。  

そして、法２６条は、被保護者が保護を必要としなくなったと

きは、速やかに保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、被

保護者に通知しなければならないと規定している。  

⑵  「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４

月１日付発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」と

いう。）第１０によれば、保護の要否及び程度は、原則として、

当該世帯につき認定した最低生活費と、認定した収入との対比に

よって決定することとしている。  

⑶  次官通知第８・３・⑴・ア・ (ｱ)によれば、官公署、会社、工

場、商店等に常用で勤務し、又は日雇その他により勤労収入を得

ている者については、基本給、勤務地手当、家族手当及び超過勤

務手当等の収入総額を認定することとしている。  

⑷  「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和

３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下
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「課長通知」という。）は、「第１０  保護の決定」の問１２

「法第２６条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合の取扱

いの基準を示されたい。」の答の「２  保護を廃止すべき場合」

において、「⑴当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低

生活費の恒常的な減少等により、以後特別な事由が生じない限り

保護を再開する必要がないと認められるとき。」又は、「⑵当該

世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等

により、以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状態が継続

すると認められるとき。」は、法２６条の規定に基づき保護を廃

止すべきであるとしている。  

⑸  課長通知第１０・問６・答によれば、保護受給中の者の収入が

保護開始時の要否判定に用うべき最低生活費を超えるに至り保護

の廃止を必要とする際には、保護開始時と異なり、当該時点にお

いて現に生じている需要に基いて認定した最低生活費と収入充当

額との対比によって判定するものであることとしている。  

東京都福祉保健局生活福祉部保護課が作成した「生活保護運用

事例集２０１７」（以下「運用事例集」という。）第８－３７答

によれば、保護廃止の要否判定を行う時点で、当該世帯の現実の

需要に臨時的需要や自立助長目的費用が認められるとすれば、要

否判定の際の基準に含めなければならないとし、また、収入認定

に係る控除の適用の際には、「生活保護法による保護の実施要領

について」（昭和３８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局

長通知。以下「局長通知」という。）第１０・２・⑴・別表２に

規定する、勤労に伴う必要経費として定める額を適用することと

している。  

２  これを本件についてみると、平成３０年７月に、処分庁は、課税

課から提供された平成２９年分の課税状況に関する資料（以下「収

入調査基礎資料」という。）を確認し、請求人に未申告の給与収入
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１，７８６，３９８円（以下「平成２９年分本件給与収入」とい

う。）があることを認識したことが認められる。そして、処分庁

は、請求人から同年８月２１日付けの同意書を得た上で、同年１１

月９日に課税課長に対して法２９条の規定に基づく請求人の収入に

係る調査を依頼し、その結果、本件会社から平成２９年分本件給与

収入を得ていたと判明したため、同年１２月１０日、本件会社に対

して法２９条の規定に基づき本件賃金台帳の写しの提供を依頼し、

同月１９日にこれを受領したこと等が認められる。これらの調査結

果からすると、平成３１年１月における請求人の保護の必要性がな

くなると考えられたため、担当職員は、予定していた平成３１年１

月分の保護費の振込手続をいったん中止し、平成３１年１月７日に

請求人から本件給与収入の使途について聴取した上で、請求人に対

する法に基づく保護を廃止すべきとの結論に至ったものと認められ

る。  

これを受けて、処分庁は、請求人に係る保護の要否を検討した結

果、同月１１日に本件処分を行ったことが認められる。  

３  処分庁が調査した結果、請求人は、平成２９年４月１日に本件会

社に就職し、同年５月から平成３０年１２月までの間、毎月、最大

で２９２，４３７円、最小で１４５，６７０円の収入を安定的に得

ていたことが認められる（別紙参照）。上記期間において、本件各

給与収入と年金収入を加えた額が最低生活費を下回った月は２月し

かなく（本件各給与収入から局長通知第１０・２・⑴・別表２に定

める控除額（前記１・⑸）を差し引いても同じ。）、本件処分時も

請求人は本件会社に就労しており、明らかに自立更生が十分可能な

状態が継続することが見込まれた。そうすると、本件は、課長通知

第１０・問１２（答）・２・⑴の「当該世帯における定期収入の恒

常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後特別な事由
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が生じないかぎり、保護を再開する必要がないと認められると

き。」に当たるということができるから、法２６条の規定により、

速やかに保護の廃止を決定すべきものと認められる。そして、この

ような場合も、本件処分通知書に理由として記載された「・稼働収

入の増加・取得による廃止」に当たると解せられることから、本件

処分は、適法・妥当ということができる。  

４  請求人は、第３のとおり、書面や電話での通知、口頭・文書によ

る指導、弁明による指導もなく、保護費の支給が中止され、平成３

１年１月１７日になって本件処分通知書が送られてきたことは違

法・不当であると主張する。  

  しかし、法２６条の規定に基づく保護廃止については、廃止しよ

うとする場合に文書指導等を義務付ける法令上の定めは特段見当た

らない。また、請求人のいう「弁明による指導」が弁明の機会の付

与（行政手続法１３条１項）だとしても、法２９条の２の規定によ

り、不利益処分の名宛人に対する弁明の機会の付与等について定め

た行政手続法１３条の規定の適用はないものとされている。  

  また、平成３０年１２月中に平成３１年１月分の保護費の支給が

なかったことについては、平成３０年１２月１９日に本件会社から

賃金台帳の写しを受領して本件給与収入の額（ただし、この時点で

は平成３０年１２月分を除く。）が判明し、平成３１年１月１日付

けで保護の必要性がなくなる可能性が出てきたことから、本件処分

を行うに当たり平成３０年１２月２６日に予定されていた定例の保

護費支給を中止したものであり、本件処分を違法・不当なものとす

るものとは認められない。  

  したがって、本件処分は、適法・妥当である。  

５  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

 

別紙（略）  

 

 

 

 

 

 

 


